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市第 127 号議案 横浜市地域ケアプラザ条例の一部改正 

 

 

１ 提案理由 

保土ケ谷区の保土ケ谷地域ケアプラザ（仮称）を設置するため、横浜市地域ケアプラザ条

例（平成３年９月横浜市条例第30号、以下「地域ケアプラザ条例」という。）の一部を改正

します。 

 

２ 改正の概要 

地域ケアプラザ条例の別表第１及び別表第３に「横浜市保土ケ谷地域ケアプラザ」を位置

付けます。 

 

３ 施行予定日 

規則で定める日から施行します。 

ただし、横浜市保土ケ谷地域ケアプラザの準備行為に係る規定は公布の日から施行します。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年３月～８月 指定管理候補者の公募・選定 

  令和４年 12月  指定管理者指定議案（第４回市会定例会） 提出 

  令和５年４月  開所（予定） 

 

（参考）施設の概要 

整 備 計 画 保土ケ谷区における整備計画８館のうち最後の８館目（全市 145 館目） 

整 備 手 法 旧県税事務所跡地に民間事業者が整備する建物の一部を横浜市が区分所有 

所 在 保土ケ谷区岩井町 143 番地の２ 

構 造 ・ 規 模 鉄筋コンクリート造地下１階地上７階建の２階部分の一部 

専 有 面 積 481.53㎡ 

延 床 面 積 

3,273.50㎡ (予定) 

（カフェ、クリニック、調剤薬局、地域交流スペース、地域ケアプラザ、事

務所、保育所、高齢者向け優良賃貸住宅、一般賃貸住宅） 

土 地 面 積 1,102.88㎡ 
 
  

  

健康福祉・医療委員会資料 

令 和 ４ 年 ２ 月 1 5 日 

健 康 福 祉 局 



 

 

 

 

 

現       行 改  正  後 

横浜市地域ケアプラザ条例 

平成３年９月横浜市条例第 30号 

 

 

別表第１（第１条第２項） 

名    称 位    置 

（省    略） 

（省    略） 

横浜市保土ケ谷区 横浜市星川地域ケ

アプラザ 

（省    略） 

 

 

 

別表第３（第２条第３項及び第４項） 

 （省略） 

 横浜市仏向地域ケアプラザ 

（省略） 

 

 

横浜市地域ケアプラザ条例 

平成３年９月横浜市条例第 30号 

 

 

別表第１（第１条第２項） 

名    称 位    置 

（省    略） 

（省    略） 

横浜市保土ケ谷区 

横浜市星川地域ケ

アプラザ 

横浜市保土ケ谷地

域ケアプラザ 

（省    略） 

 

別表第３（第２条第３項及び第４項） 

 （省略） 

 横浜市仏向地域ケアプラザ 

 横浜市保土ケ谷地域ケアプラザ 

（省略） 

 
 
 

 

新旧対照表（横浜市地域ケアプラザ条例） 


